
富山県事業持続月次支援金 Ｑ＆Ａ 

（酒類販売事業者用） 

 

【１．県月次支援金（以下「支援金」）について】 

Ｑ１ どのような制度でしょうか？ 

 

Ａ１ 本県への「まん延防止等重点措置」の適用に伴う外出自粛要請や飲食店等への

営業時間短縮要請により、厳しい経営環境となる県内事業者の事業継続や立て直

しを支援するため、国の「月次支援金」の給付決定を受けた事業者に対し、支援

金を上乗せ支給するものです。 

特に酒類販売事業者は、本県への「まん延防止等重点措置」の適用に伴って、

飲食店等への営業時間短縮や外出の自粛に加えて、酒類の提供の自粛もお願いし

た中で、とりわけ厳しい状況となることから、支援金の給付上限額を他の業種の

２倍とするとともに、売上の減少割合が特に大きい場合には給付上限額を割り増

しする制度としています。 

 

Ｑ２ 対象者は？ 

 

Ａ２ 以下のすべてに合致する酒類販売事業者が対象となります。（酒類販売事業者：

酒税法に規定する酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けているもの） 

なお、以下の（３）を満たさない酒類販売事業者も、その他の要件を満たして

いれば、一般事業者（酒類販売事業者以外）として申請いただくことは可能です。 

 

（１） 国の月次支援金を受給した事業者 

８月分または９月分、あるいは両月分ともに国の月次支援金を受けているこ

とが申請要件となります。 

※国の月次支援金は売上５０％以上減少等の要件がありますので詳細は国ＨＰ

をご覧ください。 

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html 

 

（２） 確定申告の納税地が富山県内の事業者 

法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の納税地が富山県内の事業

者に限ります。納税地は以下の①～③で確認してください。 

① 法人の場合、法人税確定申告書別表一に記載された納税地 

② 個人事業主（青色申告）の場合、所得税の青色申告決算書に記載された代表者

住所 

③ 個人事業主（白色申告）の場合、所得税の収支内訳書に記載された代表者住所 

 

（３） 酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた富山県内等（※１）の飲食店（※２）

と 2019年及び 2020年の対象月（８月・９月）に複数回の取引（※３）がある

こと。 

令和３年 10月 22日時点 

 



※１：「富山県内等」とは、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区

域に指定され、自治体からの酒類の提供停止を伴う休業要請、時短要

請があった地域。具体的には、県内であれば富山県内全域、県外であ

れば東京都や大阪府等です。 

※２：「飲食店」とは、食品衛生法に基づく飲食店の許可を受けている店舗

です。 

※３：「複数回の取引」とは、月次支援金の対象月の 2019年及び 2020年に

おいて複数回取引（１回の取引が事業の主たる取引の場合は１回で

可）を行っており、また「取引」とは飲食店との直接的な取引だけで

なく、卸売業など間接的な取引を含みます。 

 

≪参考≫国の月次支援金の給付対象外の者 

下記のいずれかに該当する場合は、不給付となります。 

・国、法人税法別表第一に規定する公共法人 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊

営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者 

・政治団体 

・宗教上の組織若しくは団体 

・地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支給対象となっ

ている者 

※一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事

業を営んでいたとしても、給付対象外です。 

・暴力団排除に関する誓約事項に反する者 

・月次支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者 

 

Ｑ３ 支援金の中小企業等、個人事業者等の範囲は？ 

 

Ａ３ 国の月次支援金の給付対象者と同様です。 

 

≪参考≫緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程（月次支援金に係る

条文参照） 

中小法人等 資本金１０億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法

人、農業法人、NPO 法人など、会社以外の法人についても幅広く対

象(※) 

※2021年４月１日時点において、次のいずれかを満たすことが必要

です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人について

は、その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が個人又

は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。 

１.資本金の額又は出資の総額が１０億円未満であること。 



２.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使

用する従業員の数が 2,000人以下であること。 

個人事業者等 フリーランスを含む個人事業主が広く対象 

 

Ｑ４ 複数の販売免許を有しているが、複数申請はできますか？ 

 

Ａ４ 今回の支援金は、事業者単位で申請していただくことになります。 

 

Ｑ５ 不給付となる場合はありますか？ 

 

Ａ５ 国と同様の基準（国の月次支援金に係る給付規定）及び富山県事業持続月次支

援金申請要領の２に該当しない方は不給付とします。 

このため、不給付要件に該当するが誤って国の月次支援金を受給した場合でも、

県独自の審査（時短要請を行った飲食店等かどうかの審査等）により不給付とな

ります。 

また、富山県飲食業関連事業者支援給付金（第２次）を受給している場合、当

該給付金の受給月に係る支援金の額は、当該給付金受給額を控除した額となりま

す。控除した結果、０円以下になった場合は、不給付（給付額なし）となります。 

加えて、酒類販売事業者において、国の月次支援金制度における売上減少額が、

国の月次支援金で全額補填されている場合は、不給付（給付額なし）となります。

（例：売上減少額 150,000円－国の月次支援金受給額 150,000円＝０円） 

 

≪参考≫国の月次支援金の不給付の主なもの 

・地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金（注）の支給対象となっ

ている事業者（飲食店、大規模施設やそのテナント等）（支給対象となっていれば協

力金の受給に関わらず対象外） 

（注）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金によるもの 

・公共法人、宗教法人、風営法上の性風俗関連特殊営業を行う事業者 

・暴力団排除に関する誓約事項に反する者など 

 

Ｑ６ 支援金を受給後に、国の月次支援金が返還となった場合、支援金も返還する

必要がありますか？ 

 

Ａ６ 国の月次支援金が不正受給と判断され、返還を請求された場合は、支援金も同

様に返還を求めます。 

   なお、返還を求めたときは、この返還に係る支援金の受領の日から返還の日ま

での日数に応じた加算金（支援金の額に年 10.95％の割合で計算した額）の支払

いを求めることになります。 

また、支援金の返還を求めたにもかかわらず、返還すべき支援金及び加算金の

全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数



に応じた延滞金（支援金の額に年 10.95％の割合で計算した額）の支払いを求め

ることとなります。 

 

Ｑ７ 不正に支援金を受けとった場合、罰則などはありますか？ 

 

Ａ７ 国の月次支援金が不正受給と判断され、返還を請求された場合は、支援金も同

様に返還を求めます。また、支援金の給付後、申請内容に虚偽が明らかになった

場合も同様に返還を求めることがあります。虚偽内容が特に重大または悪質な場

合には、事業者名の公表、刑事告発等を行う可能性もありますのでご注意くださ

い。 

 

Ｑ８ 創業後間もない事業者は申請できますか？ 

 

Ａ８ 国の月次支援金の「新規開業特例」に該当した方は、申請できます。 

 

Ｑ９ 事業終了を考えていますが、その場合でも申請できますか？ 

 

Ａ９ 国の月次支援金と同様、事業の継続、立て直しを支援するものであることから、

申請できません。（国の月次支援金では、宣誓事項に事業の継続・立て直しのため

の取組みを継続的に行うこととなっており、具体的な取組みについてのアンケー

ト記入が求められています。） 

 

Ｑ10 （酒類の提供停止を伴う時短要請があった地域内の店舗であるが、）時短営

業せずに酒類提供の自粛のみに応じた店舗との取引については、対象となりま

すか？ 

 

Ａ10 支援金（酒類販売事業者）の対象は、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点

措置区域に指定され、都道府県から酒類の提供停止を伴う休業要請、時短要請が

あった地域で、酒類の提供停止・時短要請に応じた店舗との取引を要件としてい

ますので、この事例のように、時短要請に応じていない場合は、対象になりませ

ん。 

ただし、もともとランチタイム営業など要請時間内の営業のため、時短営業を

要しないが、酒類提供の自粛は応じた店舗との取引の場合は、対象になります。 

 

Ｑ11 酒類の提供停止を伴う時短要請に応じた飲食店であることをどうやって確

認すればよいですか？ 

Ａ11 取引先の飲食店に、以下の①及び②について確認をお願いします。 

① 酒類の提供停止を伴う時短要請が（都道府県知事から）あった地域内の 

店舗であること。 

② 酒類の提供停止を伴う時短要請に協力したこと。 



Ｑ12 支援金はいくら給付されますか？ 

 

Ａ12 酒類販売事業者は、８月分、９月分の対象月ごとに、次の金額を上限に、国の

月次支援金制度における売上減少額から国の月次支援金給付額を控除してなお

不足する分に対して給付します。 

 

 【上限額】月間売上額の減少割合に応じて上限額を割り増しします。 

中小企業等  △50％以上 70％未満 上限 20万円/月 

           △70％以上 90％未満 上限 40万円/月 

           △90％以上  上限 60万円/月 

    個人事業者等 △50％以上 70％未満 上限 10万円/月 

           △70％以上 90％未満 上限 20万円/月 

           △90％以上     上限 30万円/月 

 

※ 富山県飲食業関連事業者支援給付金（第２次）（以下「県給付金」）の取扱い 

（１）県給付金を８月の売上減少により受給された方の支援金の８月分は、上記金額

を上限に国の月次支援金制度における売上減少額から国の月次支援金給付額を

控除してなお不足する分から、県給付金 20万円を控除した額になります。 

（２）県給付金を９月の売上減少により受給された方の支援金の９月分は、上記金額

を上限に国の月次支援金制度における売上減少額から国の月次支援金給付額を

控除してなお不足する分から、県給付金 20万円を控除した額になります。 

よって、控除した結果、０円以下になった場合は、当該月分の支援金の給付はあ

りません。ホームページ上で、給付上限額のイメージ図も掲載しておりますので、

併せてご確認ください。 

 

 

Ｑ13 国の月次支援金の対象外（県の支援金も同様）となる「時短要請に係る県協

力金」の支給対象となっている者とは具体的にどのような事業者ですか？ 

 

Ａ13 営業時間短縮要請の対象となった県内全域の飲食店及び富山市内の大規模施

設及び施設内のテナントです。例えば、食品衛生法に基づく飲食店の許可と、酒

税法に基づく酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を両方持っている方で、県協

力金を支給された方は、県の支援金の対象外となります。 



≪参考≫ ※詳細は県ＨＰでご確認ください。 

① 飲食店への時短要請に係る協力金（第 3 次）の概要 

【要請期間】令和 3年 8月 20日（金曜日）～9月 12日（日曜日）※24日間 

【対象施設】食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗 

【要請内容】 

対象地域 富山市（措置区域） 県内全域（富山市除く） 

営業時間 午前 5時～午後 8時 午前 5時～午後 8時 

酒類提供 
提供を自粛（終日） 

（利用者による店内持込を含む） 
午後 7時まで 

カラオケ設備※ 利用自粛（終日） 特に制限なし 

根拠法令 法第 31条の 6第 1項 法第 24条第 9項 

 ※飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備 

 

② 集客施設への時短要請に係る協力金の概要 

【要請期間】令和 3年 8月 20日（金曜日）～9月 12日（日曜日）※24日間 

【要請対象地域（まん延防止等重点措置区域）】富山市 

【対象施設】延床面積が 1,000平米を超える次の施設 

対象施設 

（1.）イベント関連施設 

 ・劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場 など 

 ・集会場、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール など 

 ・ホテルまたは旅館（集会の用に供する部分に限る） など 

（2.）イベントを開催する場合がある施設 

 ・体育館、水泳場、ボウリング場、遊園地、スポーツクラブ、ゴルフ練習場、 

バッティングセンター など 

 ・博物館、美術館、記念館 など 

（3.）参加者が自由に移動できる施設 

 ・百貨店、ホームセンター、ショッピングモール、その他の物品販売店 など 

(生活必需物資を除く) 

 ・パチンコ店、ゲームセンター、遊園地 など 

 ・キャバレー、ダンスホール、カラオケボックス、ライブハウス など 

 ・その他サービス業(生活必需サービスを除く) 

 

 



Ｑ14 本社は他県にあり、県内に事業所（支社、支店等）があります。支援金の対

象になりますか？ 

 

Ａ14 対象となりません。法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の納税地

が富山県内の事業者に限ります。納税地は以下の①～③で確認してください。 

① 法人の場合、法人税確定申告書別表一に記載された納税地 

② 個人事業主（青色申告）の場合、所得税の青色申告決算書に記載された代表者

住所 

③ 個人事業主（白色申告）の場合、所得税の収支内訳書に記載された代表者住所 

 

Ｑ15 国の月次支援金の受給が必須ですか（県の支援金だけ受給することは可能で

すか）？ 

 

Ａ15 国の月次支援金を受給していることを必須の要件としております。 

 

Ｑ16 どのような飲食店とどのような取引があれば支援金の対象となるのか？ 

 

Ａ16 対象となる飲食店は、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定

され、都道府県から酒類の提供停止を伴う休業要請、時短要請があった地域にあ

る飲食店です。（飲食店：食品衛生法に基づく営業許可を受けている店舗） 

対象となる取引は、酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた富山県内全域や

東京都、大阪府等の飲食店と 2019 年及び 2020 年の対象月（８月・９月）に複数

回ある取引です。（ただし、当該店舗（飲食店）が時短要請等に協力したことが前

提です。） 

 

 

【２．申請書類について】 

Ｑ17 申請書類はどこで入手できますか？ 

 

Ａ17 支援金に関するホームページより、ダウンロードできます。 

https://www.tonio.or.jp/info/getsujishien/ 

なお、商工会議所、商工会、各市町村等の窓口での配布も予定しておりますが、

準備が整い次第となります。 

 

Ｑ18 ８月と９月が対象月だが、２か月分をまとめて申請することは出来ますか？ 

 

Ａ18 国の月次支援金の８月分、９月分の２か月ともに対象となる方は、県の支援金

は、２か月分をまとめて申請していただくことで、必要な書類を集約して提出い

ただくことができます。８月分と９月分を分けて申請いただく場合は、その都度、

必要書類一式のご提出をお願いすることになりますので、予めご了承ください。 



Ｑ19 何回でも申請できますか？ 

 

Ａ19 対象月につき、最大で１回ずつ申請できます。今回の支援金は、事業者単位で、

８月分、９月分の申請をしていただくことになります。 

   基本的に、対象月について１回ずつの申請になりますが、例えば、８月分、９

月分ともに国の月次支援金の対象となる場合、 

① 国の月次支援金（８月分）受給の後に、支援金（８月分）の申請をし、国の

月次支援金（９月分）受給の後に、支援金（９月分）の申請をする方法 

② 国の月次支援金（８月分、９月分）を受給の後に、支援金（８月分、９月分）

をまとめて申請する方法 

   のいずれかで申請できます。①の場合、その都度、必要書類一式をご提出いただ

くことになります。②の場合は、２か月分をまとめて申請していただくことで、

必要書類を集約してご提出いただくことができます。 

 

Ｑ20 交付要件である国の月次支援金の給付通知書を紛失した場合はどうしたら

よいですか？ 

 

Ａ20 給付通知書の写し（様式２）の代わりに、国の月次支援金のマイページ（登

録情報、申請ステータス）の写し（様式６－１）、及び月次支援金が入金された

ことが分かる通帳のページの写し（様式６－２）を提出してください。（別途、

事務局より必要な書類を申請者に求めることがあります。） 

 

Ｑ21 国の月次支援金の給付通知書が来ない場合、申請できないのですか？ 

 

Ａ21 12月末までは、国の月次支援金の給付通知書の写し（様式２）を添付して提出

してください。 

ただし、12月末までに給付通知書が届かない場合は、給付通知書の写し（様式

２）の代わりに、国の月次支援金のマイページ（登録情報、申請ステータス）の

写し（様式６－１）、及び月次支援金が入金されたことが分かる通帳のページの

写し（様式６－２）をもって、支援金の申請をすることができます。（１月申請

の特例） 

 

Ｑ22 酒類販売業免許通知書をなくしてしまいましたが、申請できますか？ 

 

Ａ22 酒類販売業免許や酒類製造免許等の証明書でも構いません。証明書の発行につ

いては、事前に、現に免許を取得している酒類販売場又は酒類製造場等の所在地

の所轄税務署に電話でご相談ください。 

 

 

 



Ｑ23 取引確認書類の写しについて、請求書や領収書がなく、申請者が作成した帳

簿（手書き）の写しでも問題ないですか？ 

 

Ａ23 問題ありません。 

 

Ｑ24 取引確認書類を貼り付けでなく、添付でもよいですか？ 

 

Ａ24 添付でも構いません。その際は、A4縦にして、上部の空欄に様式〇と記載して

ください。 

 

 

【３．その他】 

Ｑ25 申請から給付までどのくらいかかりますか？ 

 

Ａ25 申請状況によって、早い場合は申請から２、３週間、書類の不備等で確認が必

要な場合はさらに遅くなることもあります。 

 

Ｑ26 支援金の給付通知書は発行されますか？ 

 

Ａ26 発行します。給付又は不給付の決定結果について、申請者に通知いたします。 

 

Ｑ27 支援金は課税対象ですか？ 

 

Ａ27 課税対象となるため、確定申告が必要です。申告方法などの詳細は、最寄りの

税務署にお問い合わせください。 

 

Ｑ28 国の月次支援金の申請の仕方が分からないので教えて頂けないでしょう

か？ 

 

Ａ28 国の月次支援金の申請手続きについては、大変ご面倒をおかけしますが、より

正確性を期すため、月次支援金の相談窓口までお問い合わせください。 

 

≪参考≫月次支援金事務局 相談窓口 

電話番号：０１２０－２１１－２４０ 

IP電話 ：０３－６６２９－０４７９ 

受付時間：午前８時半～午後７時（土日、祝日を含む全日対応） 

 

 

 

 



Ｑ29 売上減少割合が 50％未満の事業者への支援はないのか？ 

 

Ａ29 今回の支援金では、「まん延防止等重点措置」の適用に伴う外出自粛要請や飲

食店等への営業時間短縮要請により、特に厳しい経営環境にある事業者の方々を

支援する観点から、給付対象を国の月次支援金の給付を受けた方（売上減少割合

が前年又は前々年比で 50％以上減少の方）としております。 

県においては、売上が少しでも減少していれば対象となるリバイバル・ミニリ

バイバル補助制度を設けて、事業者の方々を幅広く支援させていただいており、

また、県の消費喚起プロジェクト支援事業など地域経済の回復に向けた取組みも

行っておりますので、県の支援金については、特に厳しい経営環境となる事業者

（50％以上減少の方）とさせていただいておりますので、ご理解願います。 


